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Current Status and Issues Surrounding the Implementation of
 the “Half coming-of-age ceremony”

─　Exploring the goals of “special activities” and “integrated learning time”　─

Rumi Kawase

Abstract: This paper aims to consolidate the current goals and points of debate surrounding the 
“half coming-of-age ceremony,” and illuminate the reasons for the lack of resolution of the issues 
related to its implementation. In recent years, news reports and previous studies have raised 
questions about how information regarding one’s “family” is handled by the “half coming-of-age 
ceremony,” an event which has become increasingly popular. Despite previous studies indicating 
that the way in which the ceremony handles “family” information is problematic, the reasons 
why teachers in schools continue to handle “family” information in this way even as they are 
being scrutinized in news reports have not been elucidated. In addition, as previous studies 
have failed to examine the reasons why due consideration has not been given to the way “family” 
information is handled, a concrete means of resolving the problem going forward cannot be 
proposed. In order to overcome the limitations of previous studies, this paper examines the 
educational goals that anchor the “half coming-of-age ceremony” based on studying the goals 
of “special activities” and “integrated learning time.” By analyzing newspaper articles featuring 
guardians, children, and teachers recounting their personal experiences, this paper examines 
the factors why “family” information continues to be handled and suggests ways in which the 
problem can be tackled in the future. The results of our study showed that “family” information 
continues to be handled primarily as a result of the pressure to keep up with precedents as well 
as the discrepancy between schools and the mindsets of children and guardians. In addition, the 
study suggests that the “half coming-of-age ceremony” can be improved by raising awareness of 
the risks of disclosing information regarding one’s “family” and promoting a ceremony that does 
not involve the handling of “family” information.
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１．問題設定

本稿は，近年学校現場において拡大が見られる「二
分の一成人式」の実施に関して，「特別活動」と「総
合的な学習の時間」の目標を踏まえながら，現在新聞
報道等で指摘される課題を整理し，その改善策を示そ

うとするものである。
「二分の一成人式」とは，20歳を祝う成人式の２分

の１である10歳を祝うために学校現場で行われる，小
学４年生を対象にした教育活動である。具体的には，
児童が将来の夢を表明する個別発表，保護者から児
童への手紙，合唱，小さい頃の写真放映，式典や祝
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辞，成長記録やアルバム作成，記念撮影，将来の自分
への手紙作成等が行われる（ベネッセ教育情報サイト 
2012）。この始まりは，兵庫県西宮市で，ある教諭が
35年ほど前に行った，小学４年生を対象とした高学年
への門出を表明する学校行事である。その後，同僚の
教師たちが転勤先で実施するなどして，徐々に広まっ
てきた（『毎日新聞』2015年２月27日）。現在のように
全国的な活動となったきっかけは，2002年から2004年
年度の期間に発刊された一部の国語教科書に「二分の
一成人式」が取り上げられたことである。それによっ
て当初は国語の授業の中で行われていたものの，次第
に総合的な学習の時間や特別活動の時間を活用して準
備を行い，保護者等も参加する学校行事として実施す
る，という形式が多くなっていった（『日本経済新聞』
夕刊2006年２月24日）。

しかし現在，「二分の一成人式」をめぐる評価は二
分されている。正の評価としては，「10歳は心も体も
大人に向けて変わり始める年齢。この時期に自分が
なりたい大人の姿を心にしっかり刻める式にできた
ら」（『読売新聞』2002年１月12日 担任教諭へのイン
タビュー），「子どもたちが10歳の決意と親への感謝
を発表することで，親と感動を共有し，絆を強めて
いる。自立心が芽生えるきっかけにもなっているよ
うだ」（『読売新聞』2013年２月２日　校長へのインタ
ビュー），「これだけ多くの人の前で話したのは初め
てで緊張したが，大きな自信になった」（『読売新聞』
2008年１月13日 参加児童へのインタビュー），「両親
への感謝を伝えられて良かった。楽しい10年後になる
ように，何でも頑張りたい」（『読売新聞』2013年２月
10日 参加児童へのインタビュー），「夢に向かって頑
張ってほしい。応援したい」（『毎日新聞』地方版2016
年１月15日 保護者へのインタビュー），「それぞれしっ
かりした夢を持っていて，びっくりした。これからは
娘と対等に向き合い，夢をかなえるために支えていき
たい」（『読売新聞』 2015年２月20日 保護者へのイン
タビュー）というものが挙げられている。

対して負の評価としては，「名前の由来を聞いてく
るように言われた。でも名付けの理由が分からなかっ
たため，子どもの名前に使われている漢字から想像
して伝えるしかなかった」（『朝日新聞』2018年９月28
日 里親へのインタビュー），「（二分の一成人式で）自
分の名前の由来を調べることになったときには，どう
していいかわからなかった。自分は普通と違う，と感
じたことは数多くある」（『朝日新聞』2017年12月１日 
里親家庭で暮らす大学４年生へのインタビュー），「担
任に手紙を書きました。なぜあえて，みんなの前で感
謝を読み上げるのか。母親がいないことを発表しなけ

ればいけないのか」（『朝日新聞』2017年６月26日 保
護者（祖父母）へのインタビュー），「私も本当は反対
です。熱心な先生もいて，教師同士ではおかしいと言
いにくい。保護者から言ってもらえたので，対応でき
ました」（前掲の保護者インタビュー内での，担任教
師による返答）といったものがなされている。

このように，児童に将来のキャリア志向を持たせる
こと，保護者による子ども理解を促す，という点で効
果が評価されている。その一方で，「生みの親である
男女親が同居し，子どもはその双方から適切な療育を
受けている」という家族像に当てはまらないひとり親
家庭や里親家庭，ステップファミリー等への配慮がな
されていない点が課題点として指摘されている。開始
から約35年，全国的なものとなってからは約15年が経
過した「二分の一成人式」は現在，これまで行ってき
た内容を精査し，今後の実施に向けて内容の改善を検
討していくべき段階を迎えていると言えよう。だが，
なぜ元児童や一部の保護者，教師から課題が挙げられ
ながらも，その対応がなされないのだろうか。改善に
向けた議論は，その点に着目して進める必要がある。

したがって本稿は，「二分の一成人式」の目標や議
論の到達点といった現状を整理した上で，その実施に
おける課題の改善が未だなされていない要因を明らか
にすることを目的とする。

以下から，次のような流れで論じる。はじめに，「二
分の一成人式」に関する先行研究を検討することで，

「二分の一成人式」の実施をめぐる議論がいかに展開
されてきたのかを確認し，その到達点と限界を明示す
る（第２章）。次に，その限界点を踏まえて，「二分の
一成人式」が単元として扱われることが多い「特別活
動」と「総合的な学習の時間」の目標を踏まえ，「二
分の一成人式」という教育活動の基盤に位置する教育
目標を整理する（第３章）。それらを踏まえ，「二分の
一成人式」に関する記事を検討し，課題が解消されて
いない要因を示す（第４章）。最後に，「二分の一成人
式」の実施における改善の方向性について考察する。

２．先行研究の検討

「二分の一成人式」は，特定の教科で行う活動でも
なく，明確なガイドラインが示された活動でもないこ
とから，その実施内容については個々の学校や教師に
よる裁量に委ねられてきた。

それに対して教育実践研究は，当日の出し物の練習
をするだけで終わってしまうことが多く，学芸会的な
ものになり易い「二分の一成人式」を，適切な教育効
果を持つ教育活動とすることを目指してきた。「特別
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活動」や「総合的な学習の時間」において，「二分の
一成人式」に向けて子どもが自分の過去と現在と未来
を段階的に考えることができる単元構成やワークシー
トの検討，保護者に対する子どものインタビューへの
協力依頼や具体的な返答内容を示した学級通信の検
討，といった学習過程の充実が図られてきたのである

（吉田 2004；藤上 2015；西村・多田 2017）。
しかし教育学研究においては，前章で挙げたような

新聞報道での「二分の一成人式」に関する課題点の指
摘がなされるようになったことを受け，「二分の一成
人式」が学校教育のあるべき姿から逸脱している可能
性を指摘するようになった。西川（2018）は，自身の
学校見学で「二分の一成人式」を参観した経験を元に，
保護者を感動させることに活動の目的が偏っている可
能性を指摘し，子どもが主役となって，すべての子ど
もたちに配慮した目的や内容となるべきだと述べた。
また内田（2019）は，教師用の指導用資料や SNS で
の「二分の一成人式」に関する書き込みをもとに「二
分の一成人式」構成案を作成した上で，子どもの生い
立ちに関する親へのインタビューや親への感謝の手紙
は，多様な家庭事情を持つ子どもを傷つけると指摘し
ている。そして学校教育は，明治以降から身分制度を
脱し，家庭背景（生まれ）に関係なく同じ教育内容を
平等に学べる空間であったが，「二分の一成人式」は，
家庭背景を積極的に教育の中に取り入れようとするこ
とで，教育の原点を忘れた誤った教育内容が含まれて
いるのだと述べている。

このように「二分の一成人式」で児童の〈家族〉が
取り扱われることで，活動の主役が子どもではなく保
護者になってしまったり，いわゆる一般的な〈家族〉
を持たない子どもを排除してしまうことへつながって
いることが主張されているのである。

この「二分の一成人式」で〈家族〉が取り扱われる
ことは，教育学研究以外の領域でも問題視されている。
徳永（2018）は，社会的養護を受ける子どもに対する
ライフヒストリーワーク１やスピークアウト２を用い
た支援について検討する中で，義務教育の現場でそれ
らを行なっている事例として小学２年生生活科の「生
い立ちの授業」や「二分の一成人式」に言及している。
そこで，「二分の一成人式」には次の２点の課題があ
ると指摘している。第１に，ライフヒストリーや家族
構成などのプライベートな情報を子どもや家族の状況
に関わらず全員が開示させられるという，自主的な参
加ではなく強制的な参加となっている点である。第２
に，保護者や他の児童という集団に対して親への感謝
を表明したり，手紙の発表や交換等のいわばスピーク
アウトをするという，活動形態に個別性への配慮が欠

如している点である。この，強制性の存在と個別性へ
の配慮の欠如という２点から，家族が多様化している
現代においては義務教育のプログラムに家族背景を持
ち込むことに対する検討が必要だと述べている。

以上のように，これまでなされてきた「二分の一成
人式」の実施の課題をめぐる議論では，〈家族〉に関
する内容の取り扱いが議論の核となっている。

しかし先行研究は，以下の点を明らかにできていな
い。第１に，〈家族〉に関する内容が取り扱われるこ
との問題点を指摘しているものの，新聞報道等で取り
上げられながらもなぜ学校現場の教師が〈家族〉を取
り扱うことを続けるのか，その要因を明らかにできて
いないことである。事実，前述のような「私も本当は
反対です」という教師の声も存在している。

さらに先行研究は，このような〈家族〉を取り扱う
ことへの配慮がなされない要因を検討していないこと
によって，今後に向けた具体的な改善の方向性を示す
こともできていない。これが，第２の課題である。

本稿では，こうした先行研究の課題を乗り越えるた
めに，次の２つの作業を行う。具体的には，「特別活動」
と「総合的な学習の時間」の目標を踏まえて「二分の
一成人式」の基盤に存在する教育目標を検討した上で，
保護者や元児童，教師による体験談が掲載された新聞
記事を分析し，〈家族〉が取り扱われ続けてしまう要
因を考察し，今後に向けた具体的な改善の方向性を示
すことである。

３．「二分の一成人式」の教育目標

学習指導要領での明確な位置付けもなく，ガイドラ
インの設定もない，個々の学校や教師の裁量に基づい
て実施される「二分の一成人式」であるが，多くの場
合，「特別活動」あるいは「総合的な学習の時間」の
単元の１つとして扱われている（越智等 2012；藤上 
2015；西川 2018）。そのため，多くの「二分の一成人
式」は「特別活動」，「総合的な学習の時間」の目標を
基盤として，単元としての目標が設定されている。

本章では，学習指導要領で示される「特別活動」と
「総合的な学習の時間」の目標を踏まえて，「二分の一
成人式」の基盤に存在する学習目標を検討する。

（1） 学習指導要領における「特別活動」と「総合的な
学習の時間」の目標

まず，「特別活動」の目標は次のように示されている。

集団や社会の形成者としての見方・考え方を働か
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せ，様々な集団活動に自主的，実践的に取り組み，
互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生
活上の課題を解決することを通して，次のとおり資
質・能力を育成することを目指す。
（1）多様な他者と協働する様々な集団活動の意
義や活動を行う上で必要となることについて理解
し，行動の仕方を身に付けるようにする。
（2）集団や自己の生活，人間関係の課題を見い
だし，解決するために 話し合い，合意形成を図っ
たり，意思決定したりすることができるようにす
る。
（3）自主的，実践的な集団活動を通して身に付
けたことを生かして，集団や社会における生活及
び人間関係をよりよく形成するとともに，自己の
生き方についての考えを深め，自己実現を図ろう
とする態度を養う。

（文部科学省（2017）『小学校学習指導要領（平成29
年告示）解説 特別活動編』p.11。より引用）

「特別活動」は，集団活動を行う学習活動である。
この活動を通して，「多様な他者と協働すること」，「集
団内での話し合いや合意形成，意思決定によって課題
解決すること」，「集団における生活及び人間関係の形
成，自己実現をすること」を身につけていくことが目
指される。

次に，「総合的な学習の時間」の目標は次のように
示されている。

探究的な見方・考え方を働かせ，横断的・総合的
な学習を行うことを通して，よりよく課題を解決し，
自己の生き方を考えていくための資質・能力を次の
とおり育成することを目指す。
（1）探究的な学習の過程において，課題の解決
に必要な知識及び技能を身に付け，課題に関わる
概念を形成し，探究的な学習のよさを理解するよ
うにする。
（2）実社会や実生活の中から問いを見いだし，自
分で課題を立て，情報を集め，整理・分析して，
まとめ・表現することができるようにする。
（3）探究的な学習に主体的・協働的に取り組む
とともに，互いのよさを生かしながら，積極的に
社会に参画しようとする態度を養う。

（文部科学省（2017）『小学校学習指導要領（平成29
年告示）解説 総合的な学習の時間編』p. ８。より引用）

「総合的な学習の時間」は，探究的な思考による教
科横断的な学習活動である。これを通して，「課題解

決学習」，「実際の社会生活の中からの課題発見」，「主
体的・協働的な社会参画の態度を身につける」を身に
つけていくことが目指される。

以上から，「二分の一成人式」の基盤に存在する教
育目標は，「集団活動や探究的な思考による教科横断
的な学習活動を通して，①多様な他者との協働，②集
団内での話し合いや合意形成，意思決定による課題解
決，③集団における生活及び人間関係の形成，自己実
現，④課題解決学習，⑤実際の社会生活の中からの課
題発見，⑥主体的・協働的な社会参画の態度を身につ
けると示すことができる。

（2）「二分の一成人式」の教育目標と〈家族〉

前節で検討した教育目標の中には，集団，多様な他
者，社会といったキーワードが含まれている。「二分
の一成人式」では，児童がそれらとの適切な関係を構
築していくことが目指されているのである。

しかしここには，〈家族〉という文言は見当たらな
い。「二分の一成人式」の基盤となる教育目標では，〈家
族〉に関する言及はなされていないのである。ここか
ら，〈家族〉が「二分の一成人式」の中で取り扱われ
続ける要因に，その基盤に存在する教育目標が影響し
ていないことがわかる。「二分の一成人式」の活動内
容に〈家族〉に関するものが取り込まれるようになっ
たのは，個々の学校や教師が単元として「二分の一成
人式」を構成し，そこで単元目標を設定する場面であ
ると言える。

ではなぜ，学校現場や教師は，〈家族〉を単元内容
に取り込んでしまうのだろうか。そして「反対です」
と考える教師が存在するにも関わらず，〈家族〉を取
り扱うことをやめるのは困難なのだろうか。次章では，
この点に関して検証を行なっていく。

４．なぜ〈家族〉が取り扱われ続ける
のか

（1）分析の対象と方法

本章では，朝日新聞に掲載された「二分の一成人式」
の課題を指摘した記事の記述を分析する。具体的には，
2017年５月から2019年１月の間に朝日新聞で掲載され
た，４記事である。そこでは，保護者，元児童，教師
による「二分の一成人式」での体験談が掲載されてい
る。
『朝日新聞』を選択する理由は，当事者の体験談を

掲載し「二分の一成人式」の課題点を指摘する記事が，
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他紙３には掲載されていなかったからである４。資料
収集にあたっては，「聞蔵Ⅱビジュアル：朝日新聞記
事データベース」を用い，「二分の一成人式」または「２
分の１成人式」をキーワードとして検索した。全40記
事（2000年２月から2019年１月）が検出され，その中
から，分析対象とする４記事を選出した。

分析は，体験談における〈家族〉が取り扱われるこ
とに関する体験を記述しながら行う。当事者の体験に
対して分析を行うことで，より実態に近い考察を行う
ことができると考える。具体的には彼 / 彼女らは「二
分の一成人式」という教育活動に対してどのように行
動し，また周囲はどのような反応であったのか，とい
う視点で記述し，分析する。

そこから，「二分の一成人式」が実施される中で，〈家
族〉の取り扱いが続けられてしまう要因を考察する。

（2）〈家族〉を取り扱うことへの改善を求めた事例

「二分の一成人式」を実施しようとする中で，その
内容に，親への手紙や子どもへの手紙など，〈家族〉
に関する内容が見られた場合，その取りやめを求める
行動が取られることがある。

関東地方の公立小に勤めていた男性，M さんは，
担任する４年生のクラスに父親を亡くした子どもがい
たために，他のクラスの担任や校長と話し合い，保護
者は呼ばず，子どもが将来の夢などを考える授業に変
えた。しかしそれに対して，他の保護者から「上の子
どもの時はやったのに，どうして今年はないのか」，「楽
しみにしていたのに」といった苦情が寄せられた。子
どもからの文句は挙がらなかった（『朝日新聞』2017
年５月18日）。

また愛知県内の元小学校校長，N さんは，教師が保
護者に子どもへの手紙を依頼しようとしていることに
対して，「問題を抱えた家庭」もあると問題性を指摘
した。それに対して一部の教師からは「去年もやった」
という反対の声が上がった。だが最終的に手紙は取り
やめられ，自分の夢などを発表する内容に変更となっ
た（『朝日新聞』2017年５月18日）。

このように教師が，〈家族〉を取り扱うことで傷つ
く児童がいることを問題として捉え，親子での手紙等
の〈家族〉に関する内容を変更する働きかけが行われ
ている。その結果，どちらの事例も，子どもの将来や
夢についての発表という内容に変更されている。しか
し，それに対して周囲，具体的には保護者や一部教師
からは「例年やっているのになぜやらないのか」，「楽
しみにしていたのに」という反対意見が挙がっている。
個々の教師が〈家族〉を取り扱うことに問題を感じ，

それをとりやめようとする際，そこには保護者や同僚
の教師による「例年やっている。楽しみにしている」
という前例踏襲の圧力が存在していることが分かる。

内容の変更を求める行動は，教師だけではなく保護
者の立場からも行われている。A さんは，病気でな
くなった娘の代わりに孫を引き取り同居していた。孫
が３年生の１月，学校だよりに「二分の一成人式」の
様子が載っており，親に感謝する行事であり校長が賞
賛しているように読み取れた。そこで彼女は改善を求
め，担任に手紙を書いた（『朝日新聞』2017年６月26日）。

なぜあえて，みんなの前で感謝を読み上げるのか。
母親がいないことを発表しなければならないのか。
そんな疑問をぶつけ「やり方を考えて欲しい」と訴
えました。すると，渡したその日の夜に，担任から「私
も本当は反対です」と電話がありました。４年生と
の担任とも話し合い，「前向きで，すべての子ども
が同じ立場でできる内容に」と要望しました。その
結果，将来のことを発表する会になったそうです。
担任からは「熱心な先生もいて，教師同士ではおか
しいと言いにくい。保護者から言ってもらえたので，
対応できました」と言われたそうです。

（『朝日新聞』2017年６月26日　より引用）　

ここでは子どもが親への感謝や母親がいないという
事情を他者の前で公表させられることが問題とされて
いる。それに対して A さんは〈家族〉に関する内容
をやめるよう，学校へ要望を出し，学校側もそれに答
え，内容の変更を行なっている。変更後，前述の教師
による２事例と同じく，子どもの将来について発表す
る内容へと変わった。

しかし A さんの事例と M，N さんの事例が異なる
のは，内容の改善を求めた行動に対して周囲の反対が
挙がっていない点である。A さんの孫の担任が「保
護者から言ってもらえたので，対応できました」と語っ
ているように，保護者による要望という形で働きかけ
ることで，円滑に改善が行われるということが分かる。

だがこの保護者からの要望に期待することは，容易
ではないことも，次の事例からは分かる。母親である
B さんは，子どもが幼い頃から些細なことでイラつき
易く，子どもを怒ってしまっていた。我儘を言ったり，
騒いだりする子どもの行動は「子どもらしい」と理解
していても，五月蝿いと感じてしまい，そのような自
分が許せないと悩んできた（『朝日新聞』2017年６月
26日）。

式は，子どもから親への手紙を読むという内容で
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した。「私に書くことなんてないんじゃないか」，「書
きたくないのに，無理やり書かされたんじゃない
か」。不安が募りました。感動できない自分や，感
動している周囲を想像するのも，気が重い。前日に
長女が発熱したのを口実に，当日は学校を休ませま
した。
次女は今年度が４年生です。「私のような普通に

見える親でも複雑だということは，先生に言わない
と分かってもらえない」。勇気をだして，担任にや
り方を変えてもらうよう要望するつもりです。

　（『朝日新聞』2017年６月26日　より引用）

ここでは B さんは自身の子どもの養育に不安を抱
えており，「二分の一成人式」で親への手紙として〈家
族〉が取り扱われることに対して不安感を抱えている
ことが問題となっている。B さんは長女の「二分の一
成人式」の時には学校に内容改善の要望は出さなかっ
たが，その経験から次女の時には「勇気をだして」担
任に内容改善を求めようとしている。

このように，〈家族〉を取り扱うことに対する改善
は，〈家族〉を取り扱うことに困難さを抱える人が存
在することに気づいた教師，子どもや自身が困難さを
抱える保護者からの働きかけによって行われてきてい
る。だが教師が行う場合には「例年やっている。楽し
みにしていた。」という保護者や同僚による前年踏襲
の圧力が障害となる。〈家族〉の取り扱いが続けられ
てしまう要因として，教師に対しては，この前年踏襲
の圧力が存在していると言える。

その前年踏襲の圧力を回避し，円滑に〈家族〉の取
り扱いをやめる手立てとして，保護者からの要望が強
い効力を持っている。記事内の記述でも，「複雑な家
庭の子がいる時は配慮している。保護者から意見があ
れば内容を変える（『朝日新聞』2017年６月26日」）と
いう学校の対応が掲載されている。つまり学校による
家庭事情の把握，保護者が「勇気をだして」行なう改
善の要望という目に見える配慮の必要性があれば，教
師が前年踏襲の圧力を乗り越えることは容易となる。

（3）改善を求めることができなかった事例

前述のように，学校側に目に見える配慮の必要性の
存在が，「二分の一成人式」での〈家族〉の取り扱い
を取りやめるためには有効である。だがそれは保護者
等が「勇気をだして」行う行動であり，容易にできる
ものではない。以下の事例は，〈家族〉に関する内容
に困難さを抱えながらも改善を求められなかった事例
である。

H さんは，幼少期から両親に虐待を受けており，
そのまま「二分の一成人式」を迎えた（『朝日新聞』
2017年６月26日）。

式のために感謝の手紙を書く授業。周りはどんど
ん筆が進み「書けたー」という声があちことから聞
こえてきます。「『ありがとう』って，何を？みんな
何を書いているの？」。必死で考えましたが，思い
浮かびません。とはいえ，ウソを書くのはいやだ。
ひねり出した「習い事，ありがとう」などに，先生
からは「もっと真面目に書きなさい」と，２，３回
書き直しを指示されました。
当日は，それぞれ自分の親の前で手紙を読むこと
になっていました。母親がどんな反応をするかびく
びくしていると，周りには泣いている親や，その親
に抱きついて泣く友だちも。「何してんの？」わけ
がわかりませんでした。そして，そうできない自分
は他人と違うのだと，初めて感じました。

　　　　　（『朝日新聞』2017年６月26日）

また I さんは，幼い頃に母親がなくなり，その後は
祖父母の家や父親の再婚相手とその子どもと暮らし
た。再婚相手は「お母さん」と呼ぶことを許さず，些
細なことで怒鳴ったり，洗濯を I さんにさせたりして
いたが，I さんは自分が悪いのだと諦めていた（『朝
日新聞』2017年６月26日）。

式には，子から親への感謝の発表がありました。
みんなで丸くなり，真ん中に出て発表します。I さ
んの親は来ていませんでした。発表が始まると，抱
き合う親子や，涙を見せる親がいました。「みんな
幸せなんだ」。自分の番が回ってきて手紙を読み始
めると，ぼろぼろと涙がでてきました。「なんで私
にはお母さんがいないんだろう」，「誰にありがと
うって言ってるんだろう」。友達にしがみついて，
泣きました。
「周囲から見れば，うちは裕福な『いいおうち』。
でも，中身はそうではない。家の中がどうかなんて，
外からみても，わからないんです」

　（『朝日新聞』2017年６月26日朝刊　より引用）

そして，小学１年生の頃から里親の元で暮らす J さ
んは，自分の名前の由来を調べる課題が〈家族〉に触
れるものであった（『朝日新聞』2017年12月１日）。

里親と名字を通称として小学校に通っていたの
で，友だちから「似ていないのに，何でみんな同じ
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名字なの？」と言われることもありました。学校で
10歳を祝う二分の一成人式があり，自分の名前の
由来を調べることになったときには，どうしていい
かわからなかった。自分は普通と違う，と感じたこ
とは数多くあります。

　　（『朝日新聞』2017年12月１日　より引用）

H さん，I さんは，手紙を書くことや親の前で読み
上げることへの不安を抱えていた。J さんも同様に，
自分の名前の由来という，里親の元で暮らす状況では
知ることのできないことを調べる課題に困難さを感じ
ていた。だが彼 / 彼女らは，その問題点を教師や学校
に訴え，〈家族〉を取り扱うことをやめるよう求める
ことはなく，他の児童と同じように学習活動に参加し
た。そして親への感謝の手紙の作成や手紙を読み上げ，
名前の由来調べの際の周囲の反応と自身の違いから，
彼 / 彼女らは自分の特異性を初めて感じている。

ここから，H，I，J さんのような「二分の一成人式」
で〈家族〉が取り扱われることによって困難さを抱え
る人々は，〈家族〉に関する内容によって自身が傷つ
くおそれを持っていたとしても，それを開示したり学
習活動への参加を拒否することは困難であることがわ
かる。彼 / 彼女らはむしろ，周囲と同じように手紙の
作成や名前の由来調べといった学習活動に参加し，自
身の〈家族〉の状況が顕在化しないように努めている。

（4）〈家族〉が取り扱われ続ける要因

以上述べてきたことから，「二分の一成人式」で〈家
族〉が取り扱われ続ける要因としては，次のように示
すことができる。

まず，教師が〈家族〉を取り扱う問題性について認
知していたとしても，保護者や同僚の教師からの前例
踏襲の圧力によって，〈家族〉の取り扱いをやめるこ
とが困難となることである。

教師であった M，N さんは，父親を亡くした児童
がいたことや，問題を抱えた家庭がある可能性を考え，

〈家族〉に関する内容を「二分の一成人式」で取り扱
うことをやめた。しかしそれに対して，「前年もやった。
楽しみにしていたのに」という保護者や同僚の教師か
らの反対を受けた。教師が〈家族〉を取り扱うことへ
の問題性を認識していたとしても，取り扱いをやめる
ためには障害が存在しているのである。

次に，多くの学校現場は目に見える配慮の必要性が
あれば円滑に〈家族〉に関する内容を取りやめられる
が，児童や保護者にとって自身の〈家族〉について開
示して取りやめの要望を出すことは困難であるという

ことである。
教師が〈家族〉に関する内容の取り扱いをやめよう

としたとき，そこに存在する前年踏襲の圧力を回避す
るために，目に見える配慮の必要性の存在が有効とな
る。A さんが〈家族〉に関する内容の取り扱いをや
めるよう要望したところ，担任教師から「保護者から
言ってもらえたので，対応できました」ということが
語られた。そして記事内の他の記述でも「複雑な家庭
の子がいる時は配慮している」「保護者から意見があ
れば内容を変える」という学校側の対応が示されてい
る。つまり多くの学校現場の態度として，目に見える
配慮の必要性がある場合に，〈家族〉の取り扱いにつ
いて検討するということが行われやすい。

しかし，B さんは「勇気をだして」要望を出すと語っ
ており，H，I，J さんは当時の「二分の一成人式」で
の〈家族〉に関する内容に困難さを感じていながらも
配慮の必要性を訴えることができなかった。彼 / 彼女
らのような〈家族〉が取り扱われることに困難さを抱
える人々は，配慮の必要性を自ら開示することはでき
ず，むしろ児童の立場ではその顕在化を避けようとし
ている。〈家族〉の取り扱いにおける学校現場と，〈家
族〉の内容に困難さを抱える人々の間には，このよう
な食い違いが存在しているのである。

この２つの要因の存在によって，「二分の一成人式」
での〈家族〉に関する内容の取り扱いは続けられてき
たのである。

５．考察

これまで先行研究では，「二分の一成人式」で〈家族〉
が取り扱われることを問題として指摘しながらも，な
ぜそれが続けられてしまうのか，背景に存在する要因
が検討されてこなかった。これに対して本稿では，一
部の保護者や教師による前年踏襲の圧力の存在，目に
見える配慮にのみ着目する学校現場と配慮の必要性を
開示できない児童と保護者の食い違いの存在を，「二
分の一成人式」において〈家族〉に関する内容が取り
扱われ続ける要因として示した。

そしてこのような現状は，学校現場を取り巻く保護
者や教師の中で，B さんや H さん，J さん，そして I
さんのような人々が〈家族〉について語ることに困難
さを抱えていることが認知されていないことによって
生じていると言える。この点を克服するためには，〈家
族〉について語る学習活動を含む単元が学校教育で行
われることによって，〈家族〉を語ることに困難さを
抱える児童や保護者にどのような影響を及ぼすのか，
学校現場の教師や保護者に周知していくことが必要と
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なる。それによって，「二分の一成人式」において〈家
族〉に関する内容が取り扱われることがなくなる環境
を整備していくことが求められる。

田中（2009）は，児童養護施設に入所した経験をも
つ子どもを対象に家族崩壊に関するインタビュー調査
を行い，彼 / 彼女らに家族崩壊というスティグマはど
のように付与され，そして彼 / 彼女らはそのスティグ
マから生じる不都合を回避するために，いかなる実践
を行うのか明らかにしている。家族崩壊を経験した
後に養護施設に入所したことでスティグマを負った
子どもたちには，一方で憐れみが，他方では「何らか
の問題を抱える」，「ちゃんとした家庭の子どもではな
い」といった「マイナスの期待」を受けることとな
る。彼 / 彼女らはそのような自己の立場を不快と感じ
るため，通常，その期待に応えるのではなく，それを
受ける立場から自己をずらそうとする。その中心的な
戦略となるのが，自己提示において行われる情報操作

（information management）である。家族崩壊によっ
てスティグマを負う彼 / 彼女らだが，外観においては
スティグマを負わない。したがって，「家族崩壊後の
子ども」だということが周囲に露呈して対人関係に気
まずさが生じたり，自己の行為・考え方に対してステ
レオタイプ的な要求が生じるなど，様々な面倒を回避
するために，「家族と暮らさない」という自己の情報
を隠蔽する。だがそのように自己の情報を完全に隠蔽
したり，一部の人間にのみ公表する部分的隠蔽を行う
ことは，「普通の人」として振る舞うことができる一
方で，いつ暴露されるか分からない不安を常に抱える
ことにもなる。対して積極的に公表したりすることで，
暴露される不安を放棄することとなるが，スティグマ
を呈示しながら対人関係を進めていかなければならな
いことを意味しているという。

ここから分かるのは，〈家族〉について語ることが
困難な児童や保護者は，自身の〈家族〉について開示
することにリスクを抱えており，そのリスクを回避す
るために情報操作をしている。そして彼 / 彼女らは，
その情報操作を行っていても，煩わしさを感じながら
暮らしているということである。
「二分の一成人式」で〈家族〉について取り扱われ

ることは，この情報操作によるリスク回避を妨げるも
のとなりうると言える。このような「二分の一成人式」
で〈家族〉が取り扱われることによる影響を，学校現
場の教師や保護者に周知していくことが，「二分の一
成人式」の改善方策には求められる。

６．まとめと今後の課題

本稿では，「二分の一成人式」の実施に関して，「特
別活動」と「総合的な学習の時間」の目標を踏まえて

「二分の一成人式」の基盤に存在する教育目標を検討
した上で，〈家族〉に関する内容が取り扱われ続ける
要因を考察し，今後に向けた具体的な改善の方向性を
示すことを試みた。そのために，「特別活動」と「総
合的な学習の時間」の目標から「二分の一成人式」の
基盤となる教育目標を検討し，そこでは〈家族〉に
関する言及がなされていないことを示した上で（第３
章），保護者や元児童，教師による体験談を分析し〈家
族〉に関する内容が取り扱われ続けてしまう要因を示
した（第４章）。その結果，〈家族〉が取り扱われてし
まう要因である，前年踏襲の圧力，学校現場と児童や
保護者の食い違いを解消するために，〈家族〉につい
て開示することのリスクを保護者や教師に対して周知
しながら〈家族〉を取り扱わない「二分の一成人式」
に向けた環境を整備していくことを，「二分の一成人
式」の改善の方向性として示した（第５章）。

日本の学校現場では，「開かれた学校」やコミュニ
ティスクール，「チーム学校」といった教育政策の下，
保護者を学校経営の担い手として巻き込み，子どもの
問題の解決や教育活動の充実を目指すことが推進され
てきた。そのような「家庭とつながる」学校が推奨さ
れる環境下で，〈家族〉に関する内容を取り入れた「二
分の一成人式」は，保護者の関心を喚起し，保護者の
積極的な学校参加を促す有効な戦略として学校現場で
機能してきたのではないだろうか。

そのような学校現場が置かれてきた環境，そして〈家
族〉の取り扱いが続けられる要因に配慮した上で，〈家
族〉から距離をとった「二分の一成人式」の実施が目
指されていくことが必要である。

したがって今後においては，〈家族〉について開示
することにリスクを抱える人々の存在や，その現状に
ついて保護者や教師に周知させていく具体的方策につ
いて，学校現場でのフィールドワーク等，実態に即し
た形で検討していくことが求められるだろう。
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【註】

１ 信頼できる支援者と共に子どもが自らのライフヒス
トリーを整理し，ライフストーリー（物語）として
つむいでいく取り組みである。社会的養護の場面
では，子どもの年齢や発達，理解度に応じて「自
分が生みの親と暮らしていない理由」を刻一刻と
変わる現在の家族状況に応じて共有していく。こ
のような「過去」と「現在」に対する現実的な理
解の上に，子ども自身の希望を含めた「未来」を
描けるような取り組みを行なっていく（徳永 2018）。

２ 「ライフヒストリーワーク」で自覚化され，明確になっ
た個々人の意見を個人の感想や経験に留めるので
はなく，政治的・社会的な制度改革に反映させる
手法である。ここでは，安心して自分の経験を語り，
共有できる場があることが最低限必要である。そ
の上で，誰を対象に行うのか，「何を語り，語らな
いのか」については個々の自発性が伴わなくては
ならない（徳永 2018）。

３ 毎日新聞，読売新聞，日本経済新聞，日本教育新
聞

４ 毎日新聞には，2015年２月27日朝刊に，「二分の一
成人式」の実施においてはさまざまな事情を持つ
家族への配慮が必要であるという内容改善を求め
る内容の記事が掲載された。しかしここでの内容
改善の論拠に用いられているのは内田良（名古屋
大学）氏のコメントであり，実際に「二分の一成人式」
を体験した当事者たちの体験を反映したものでは
ないため，本稿では資料として採用しなかった。

（主任指導教員　小川佳万）


